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政
令
第

号

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
八
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
十
二
号
た
だ
し

書
及
び
第
十
三
号
ト
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
二
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
特
別
の
利
益
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
公
益
信
託
の
関
係
者
）

第
一
条

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
五
号
（
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
二
十
二
条
第

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
公
益
信
託
の
関
係
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
公
益
信
託
の
委
託
者
、
受
託
者
又
は
信
託
管
理
人

二

当
該
公
益
信
託
の
委
託
者
又
は
受
託
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
団
体
の
業
務
を
執
行

す
る
役
員
（
こ
れ
に
類
す
る
者
を
含
む
。
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
配
偶
者
又
は
三
親
等
内
の
親
族

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
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五

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
受
け
る
金
銭
そ
の
他
の
財
産
に
よ
っ
て
生
計
を

維
持
す
る
者

六

当
該
公
益
信
託
の
委
託
者
又
は
受
託
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
団
体
が
事
業
活
動
を

支
配
す
る
法
人
又
は
そ
の
団
体
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

（
特
定
の
個
人
又
は
団
体
の
利
益
を
図
る
活
動
を
行
う
者
）

第
二
条

法
第
八
条
第
六
号
（
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
二
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令

で
定
め
る
特
定
の
個
人
又
は
団
体
の
利
益
を
図
る
活
動
を
行
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

株
式
会
社
そ
の
他
の
営
利
事
業
を
営
む
者
に
対
し
て
寄
附
そ
の
他
の
特
別
の
利
益
を
与
え
る
活
動
（
公
益
法
人
（
公
益

社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す

る
公
益
法
人
を
い
う
。
）
に
対
し
て
当
該
公
益
法
人
が
行
う
公
益
目
的
事
業
（
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
公
益
目
的
事
業

を
い
う
。
）
の
た
め
に
寄
附
そ
の
他
の
特
別
の
利
益
を
与
え
る
も
の
及
び
他
の
公
益
信
託
の
受
託
者
に
対
し
て
当
該
受
託

者
が
行
う
公
益
事
務
の
た
め
に
寄
附
そ
の
他
の
特
別
の
利
益
を
与
え
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
個
人
又
は
団
体

二

社
員
そ
の
他
の
構
成
員
又
は
会
員
若
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
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い
て
「
社
員
等
」
と
い
う
。
）
の
相
互
の
支
援
、
交
流
、
連
絡
そ
の
他
の
社
員
等
に
共
通
す
る
利
益
を
図
る
活
動
を
行
う

こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
団
体

（
公
益
信
託
の
社
会
的
信
用
を
維
持
す
る
上
で
ふ
さ
わ
し
く
な
い
事
業
）

第
三
条

法
第
八
条
第
七
号
（
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
二
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令

で
定
め
る
公
益
信
託
の
社
会
的
信
用
を
維
持
す
る
上
で
ふ
さ
わ
し
く
な
い
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

一

投
機
的
な
取
引
を
行
う
事
業

二

利
息
制
限
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
超
え
る
利
息
の
契
約
又
は
同

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
割
合
を
超
え
る
賠
償
額
の
予
定
を
そ
の
内
容
に
含
む
金
銭
を
目
的
と
す
る
消
費
貸
借
に
よ

る
貸
付
け
を
行
う
事
業

三

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
条
第
五
項

に
規
定
す
る
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業

（
他
の
団
体
の
意
思
決
定
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
式
そ
の
他
の
財
産
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
四
条

法
第
八
条
第
十
二
号
た
だ
し
書
（
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
二
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
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む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
株
主
総
会
そ
の
他
の
団
体
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
を
決
定
す
る
機
関
に
お

け
る
議
決
権
の
過
半
数
を
有
し
て
い
な
い
場
合
と
す
る
。

（
信
託
行
為
に
お
い
て
残
余
財
産
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
法
人
）

第
五
条

法
第
八
条
第
十
三
号
ト
（
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
二
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

一

特
殊
法
人
（
株
式
会
社
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

二

日
本
赤
十
字
社

三

前
二
号
に
掲
げ
る
法
人
以
外
の
法
人
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

イ

法
令
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
が
、
学
術
、
技
芸
、
慈
善
、
祭
祀
、
宗
教
そ
の
他
の
公
益
に
関
す

し

る
事
業
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

法
令
又
は
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款
（
ホ
に
お
い
て
「
法
令
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
各
役
員
に
つ
い

て
、
当
該
役
員
及
び
そ
の
配
偶
者
又
は
三
親
等
内
の
親
族
で
あ
る
役
員
の
合
計
数
が
役
員
の
総
数
の
三
分
の
一
を
超
え

な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
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ハ

社
員
そ
の
他
の
構
成
員
に
剰
余
金
の
分
配
を
受
け
る
権
利
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

社
員
そ
の
他
の
構
成
員
又
は
役
員
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
配
偶
者
又
は
三
親
等
内
の
親
族
に
対
し
て
特
別
の
利
益
を
与

え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ

法
令
等
の
規
定
に
よ
り
、
残
余
財
産
を
当
該
法
人
の
目
的
に
類
似
す
る
目
的
の
た
め
に
処
分
し
、
若
し
く
は
当
該
法

人
の
目
的
に
類
似
の
公
益
事
務
を
そ
の
目
的
と
す
る
公
益
信
託
の
信
託
財
産
と
し
、
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体

に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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理

由

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
受
託
者
が
信
託
財
産
を
用
い
て
特
別
の
利
益
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
公
益
信
託

の
関
係
者
等
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


